
三条市文化団体協会表彰規定 

（目 的） 

第１条 三条市文化団体協会（以下「文団協」という。）は、文化活動において、功績

又は功労があった団体及び個人に対して、表彰、感謝（以下「表彰」という。）

するためにこの規定を定める。 

 

（表彰の区分） 

第２条 表彰は、次の各号の区分により贈呈する。 

（１）表彰状 長年にわたり市民文化の向上に寄与した団体、個人に贈呈する。 

（２）感謝状 １０年以上加盟し、文団協に対して功績のあった団体、個人に贈 

   呈する。 

 

（表彰者の調査） 

第３条 この規定により表彰される者を把握するため、各加盟団体の代表者、あるい

は文団協の役員は、必要な事項を調査し、表彰候補者を別に定める書面により

会長に推薦することができる。 

 

（表彰の決定） 

第４条 この規定により表彰される者を決定する時は、前条の候補者の中から役員会

で協議し、決定するものとする。 

 

付  則 

この規定は、平成１７年５月２３日より施行する。 

    付  則 

この規定は、平成２６年５月１７日一部改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


